
鳥栖市企業公告第  １  号

　鳥栖市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例（昭和６３年条例第２２号）

第４条の規定により令和８年度の受益者負担金の賦課区域を次のとおり定める。

　なお、関係図書は上下水道局において縦覧に供する。

鳥栖市下水道事業　　鳥栖市長 　向門　慶人　　　　　　
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